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建設環境委員会会議録 

 

平成２９年１０月１２日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時２０分閉議（実時間１３３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７２号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第４号（関係分） 

１．議案第７５号・裁判上の和解について 

１．議案第７９号・八代市風致地区内における

建築等の規制に関する条例の一部改正につ

いて 

１．議案第８０号・八代市営住宅設置管理条例

の一部改正について 

１．議案第８１号・八代市都市公園条例の一部

改正について 

１．議案第７１号・平成２８年度八代市下水道

事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て 

１．陳情第５号・八代市中心市街地活性化に伴

う八代市袋町町内旧河川堤防「とも」撤去

について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 （中央ポンプ場改築工事の進捗状況につい

て） 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

 （八代市環境センター事業の進捗状況につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  百 田   隆 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長      湯 野   孝 君 
 
  建設部総括審議員 
           倉 光 宏 一 君 
  兼次長 
 

  建築指導課長   宮 端 晋 也 君 

  建設政策課長   涌 田 直 美 君 
 
  首席審議員兼 
           小 橋 孝 男 君 
  建設住宅課長 
 

  都市整備課長   一 美 晋 策 君 

  下水道総務課長  西 田 修 一 君 
 
  下水道総務課 
           松 下 健 二 君 
  副主幹兼経営係長 
 

  土木課長     西   竜 一 君 

  下水道建設課長  福 田 新 士 君 

  市民環境部長   國 岡 雄 幸 君 

  市民環境部次長  潮 崎   勝 君 

  廃棄物対策課長  山 口   修 君 

  環境ｾﾝﾀｰ建設課長 山 口 敏 朗 君 

                              

○記録担当書記     鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） それでは、皆さん、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しましたので、ただ

いまから建設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第７２号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第４号（関係分） 

○委員長（中村和美君） それでは最初に、予
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算議案の審査に入ります。 

 議案第７２号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第４号中、当委員会関係分について

を議題とし、説明を求めます。 

○建設部長（湯野 孝君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

建設部長の湯野でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第７２号・平成２９年度八代市一般会計補正予

算の建設部所管分について、倉光総括審議員兼

次長並びに関係課長より説明させますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（倉光宏一君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設部の倉光でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 議案第７２号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算のうち建設部所管分について説明させ

ていただきます。 

 失礼ながら、着座にて説明させていただいて

よろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（倉光宏一君） あ

りがとうございます。 

 それでは、御手元の議案第７２号・平成２９

年度八代市一般会計補正予算書・第４号をお願

いいたします。ございますでしょうか。３ペー

ジをお開きください。 

 第１表、歳入歳出補正予算のうち歳出につい

て説明をいたします。 

 款７・土木費を８０９２万円増額補正し、補

正後の額は６０億７９７８万２０００円として

おります。その内訳は、項１・土木管理費を３

０９２万円増額、また、項５・都市計画費を５

０００万円増額するものでございます。 

 それから、一番下の欄でございますが、款１

０・災害復旧費を７０００万１０００円増額補

正し、補正後の額は１億８８５７万３０００円

としております。このうち建設部所管としまし

て、項の２・公共土木施設災害復旧費を１１６

０万円増額するものでございます。 

 次に、詳細を御説明いたします。御手元の補

正予算書１６ページをお開きください。１６ペ

ージの上の段の表をごらんください。 

 款７・土木費、項１・土木管理費、目２・建

築総務費に補正額３０９２万円を加えまして２

億３５２１万４０００円としております。補正

額の内訳は、節１３・委託料の１７７２万円

と、節１９・負担金補助及び交付金１３２０万

円でございます。 

 まず、節１３・委託料１７７２万円の内容に

つきまして説明をいたします。表の右、説明欄

に記載しておりますとおり、アスベスト対策に

係る建築物実態調査事業でございます。民間建

築物に対するアスベスト対策につきましては、

これまで国からおおむね１０００平方メートル

以上の建築物を対象に実態の把握と台帳整備が

求められてきたところでございます。これにつ

きまして、本市では平成１７年度から実態把握

や除却などの指導に取り組み、現在、吹きつけ

アスベストが含まれているおそれのある民間建

築物は対策が完了しているところでございま

す。 

 そのような中、去る６月２２日に、国から小

規模な民間建築物についても対策が必要である

との通達があったところでございます。加え

て、実態把握調査を進めるに当たっては、国の

住宅・建築物安全ストック形成事業を活用する

ことにより、全額国費による調査が可能である

とのことから、今回、面積１０００平方メート

ル未満の約１２００件程度の小規模な民間建築

物について、アスベスト対策に係る建築物実態

把握のための業務委託料として１７７２万円の

増額補正をお願いするものでございます。 

 なお、財源につきましては、先ほど述べまし

たとおり全て国庫支出金としております。 
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 次に、節１９・負担金補助及び交付金の１３

２０万円の内容につきまして説明いたします。

表の右、説明欄に記載しておりますとおり、老

朽基金空き家等除却促進事業でございます。こ

の事業は、老朽化し、危険な状態で放置された

空き家に対し、防災、防犯上の不安などから苦

情や相談が多く寄せられている状況を踏まえ、

除却改善を促進していくため、解体工事費用に

対して国の社会資本整備総合交付金事業を活用

して補助するものでございます。 

 この事業につきましては、当初予算段階にお

いて４０件分を見込んで予算化しておりました

が、見込み件数を上回る多くの解体申し込みが

あってる状況にあり、老朽危険空き家等の除却

改善を加速していくため、約２２件相当分１３

２０万円の増額補正をお願いするものでござい

ます。 

 なお、財源につきましては、２分の１に当た

る６６０万円を国庫支出金、残る６６０万円を

一般財源としております。 

 概要につきまして、別冊の建設環境委員会資

料で補足説明をいたします。 

 Ａ４縦長の……。 

○建設部長（湯野 孝君） これです。この

分。お配りしてあるとお願いします。 

○委員長（中村和美君） いいですか。どう

ぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（倉光宏一君） 別

冊の資料で補足説明をいたします。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページに

老朽空き家等除却促進事業に係る市民の皆様向

けのチラシを添付しているところでございま

す。中ほどに書いております補助金の額としま

して、補助対象経費の３分の２の金額で上限は

６０万円としております。 

 次に、補正予算書の１６ページに戻っていた

だき、中段の表をごらんください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費に補正額５０００万円を加えて１

８億２０３７万１０００円としております。そ

の内訳につきましては、節１９・負担金補助及

び交付金５０００万円でございます。内容は、

表の右、説明欄に記載しておりますとおり、被

災宅地復旧支援事業（地震災害関連）でござい

ます。 

 この事業は、熊本地震で被災した、原則とし

て地域防災がけ崩れ対策事業などの公共事業の

対象にならない宅地につきまして、被災者の負

担軽減を図り、生活再建を支援するためのもの

でございまして、被災者が行う宅地の復旧工事

に要する経費の一部を補助するものでございま

す。 

 この事業につきましては、６月補正において

も６件分の３０００万円を補正したところでご

ざいますが、相談案件が増加している状況か

ら、さらに１５件分、５０００万円の増額補正

をお願いするものでございます。 

 財源につきましては、全て県の平成２８年熊

本地震復興基金交付金としております。 

 ここで、再度、別冊の委員会資料で補足説明

をいたします。２ページをお開きください。被

災宅地復旧支援事業に係る市民の皆様向けのチ

ラシを添付しているところでございます。 

 対象者は、八代市内にある被災した住宅の所

有者、管理者または占用者としております。対

象事業は、のり面、擁壁、地盤の復旧工事、液

状化再度災害防止のための住宅家屋下の地盤改

良工事、住宅基礎の傾斜修復工事でございま

す。 

 なお、交付基準を設けておりまして、対象工

事実額の上限は１０００万円としております。

対象工事の実額から５０万円を控除した額に３

分の２を乗じた額を補助することとしておりま

す。 

 ３ページをお開きください。３ページに位置

図を添付しております。 
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 増額補正をお願いしている５０００万円分

は、赤文字で記載の１５件分でございます。青

文字は６月補正分の６件でございます。 

 最後に、補正予算書の１８ページをお開きく

ださい。１８ページです。下の段の表をごらん

ください。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１道路橋梁施設災害復旧費に補正

額１１６０万円を加えて３１１５万１０００円

としております。その内訳につきましては、節

１５・工事請負費１１６０万円でございます。

内容は、表の右、説明欄に記載しておりますと

おり、梅雨前線豪雨災害普及事業でございま

す。 

 去る６月２４日から６月２５日の梅雨前線豪

雨により、坂本町内の市道今泉・袈裟導線ほか

２路線が被災したため、国の公共土木施設災害

復旧事業を活用し、復旧工事を行うものでござ

います。 

 財源につきましては、６６.７％に当たる７

７３万７０００円を国庫支出金、残りを地方債

３６０万円、一般財源２６万３０００円として

おります。 

 ここで、別冊の委員会資料で説明を行いま

す。４ページをお開きください。４ページに災

害復旧工事箇所の地図を添付しております。 

 ３カ所とも道路の路肩が被災したものであ

り、市民の皆様の生活に支障が生じないよう速

やかに復旧工事に着手してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、議案第７２号・平成２９年度八代市一

般会計補正予算のうち、本委員会に付託されま

した建設部所管分について説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） アスベスト対策にかか

わる件についてお尋ねをします。 

 概要版の数字によると、調査対象件数が１２

００件程度っていうふうになってますけれど

も、どんな、これからスケジュールで行われ

て、業者さんあたりに見積りとかされると思う

んですけど、１２００件っていう数をこれから

年度内で完了できる予定なんでしょうか。 

○建築指導課長（宮端晋也君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建築指導課、宮端でございます。よろしく

お願いします。 

 まず、１２００件の想定をしている件数です

けども、今現在、昭和４６年以降の建築確認の

記録で４万８０００件程度ございます。そのう

ちの２％から３％程度が今回の対象になる３０

０平米以上で１０００平米未満の建物の規模の

割合であるという想定をしておりまして、その

割合を掛けますと１２００件程度あるというと

ころで想定しております。 

 おそらく、この１２００件を過去の４万８０

００件の記録から抽出をする作業、それをリス

ト化するっていうのが一番の大きな業務の内容

なんですが、それを抽出した後に、今度はその

所有者様等に対しまして、こういう吹きつけ材

があるかどうかっていうところのアンケートを

行うというところで、そこまでの内容で年度内

に完了したいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。勘違い

してました。年度内に現場を見て実際調査する

ってことじゃなくて、抽出作業をするというこ

とですね。はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようでございま

すれば、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７２号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第４号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午前１０時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２０分 本会） 

◎議案第７５号・裁判上の和解について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、事案の審査に入ります。 

 議案第７５号・裁判上の和解についてを議題

とし、説明を求めます。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民環境部長の國岡でございます。 

 今回、市民環境部といたしまして、事件案件

ということで、議案第７５号・裁判上の和解に

ついてということを御提案をさせていただいて

おります。 

 この件につきましては、二見に最終処分場が

ございまして、それをクリーンアメニティとい

う会社が運営をしておりました。平成２７年に

倒産しました関係上、その基金の積立金という

のが７２００万ほど残っておりまして、それを

八代市が現在一時的に保管している状況でござ

います。その後、クリーンアメニティの破産管

財人との７２００万の取り扱いにつきまして和

解が成立いたしましたものですから、今回、提

案するものでございます。 

 詳細につきましては、廃棄物対策課長、山口

課長のほうに説明いたさせますので、よろしく

お願いいたします。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）廃棄物対策課の山口でございます。 

 着座にて御説明をさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、まず委員会資料のほうの確認でご

ざいますが、御手元に配付かと思いますが、皆

さんおそろいでしょうか。 

 それでは、まず資料の御説明からいたしたい

と思います。 

 ２ページ目から５ページまでが説明資料でご

ざいます。それから、６ページに位置図のほう

を添付してございます。７ページ以降につきま

しては、関連する資料を添付しているところで

ございます。 

 それでは、当委員会に付託されました議案第

７５号・裁判上の和解について御説明申し上げ

ます。 

 本議案は、株式会社クリーンアメニティ二見

廃棄物埋立処分場に係る維持管理基金につい

て、裁判上の和解を行うものでございます。 

 まず、経緯から御説明申し上げます。資料の

２ページをお願いいたします。以降、資料に沿

って御説明いたしたいと思います。 

 当該処分場は、平成３年に九州環境開発株式

会社が県に設置許可を申請しましたが、平成４

年１０月に九州環境開発株式会社が事実上倒産

したため、平成５年に株式会社クリーンアメニ

ティが事業を継承いたしました。 

 平成６年７月に株式会社クリーンアメニティ

に対し操業許可が出されております。 

 同平成６年に二見校区生活環境保全対策協議

会と八代市、それと株式会社クリーンアメニテ

ィの三者にて公害防止協定を締結いたしまし

た。 

 平成１３年に株式会社クリーンアメニティが

創業の延長を計画したことを受けまして、公害

防止協定の改定を行っております。 
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 平成１７年１０月に、当該施設への廃棄物の

受け入れを終了し、以降は、施設の管理業務の

みが行われておりました。 

 平成２７年７月に株式会社クリーンアメニテ

ィが倒産し、破産手続が開始され、現在まで破

産管財人により維持管理が行われているところ

でございます。 

 次に、維持管理基金について御説明いたしま

す。 

 この維持管理基金を積み立てるに至った経緯

でございますが、さきに述べました平成１３年

１０月の操業期限の延長を受け、二見校区住

民、八代市及びクリーンアメニティにおいて結

んでおりました公害防止協定の一部を改定した

ものでございます。この際に、維持管理基金を

設けることとなりました。この協定において、

処分場の維持管理を適正に行うために、水処理

施設等維持管理基金及び覆土・緑化準備金から

成る維持管理基金を株式会社クリーンアメニテ

ィが積み立てることとなりました。 

 この基金でございますが、平成１７年までに

株式会社クリーンアメニティが水処理施設等維

持管理基金１億８０００万円、覆土・緑化準備

金５０００万円、総額２億３０００万円を積み

立てたものでございます。 

 水処理施設等維持管理基金につきましては、

平成１８年から１０年間、適正管理を実施すれ

ば毎年１２００万返金すること。また、県によ

り施設の安全が確認された時点で残額全てを返

還する。覆土・緑化基金については、埋立終了

後、覆土・緑化工事が終わった時点で５０００

万円全額を返還することになっておりました。 

 基金の管理につきましては、株式会社クリー

ンアメニティの預金証書を市が管理する形態で

ございました。 

 株式会社クリーンアメニティが破産した時点

でのこの基金の返還実績は、水処理施設等維持

管理基金が１２００万円を９年間、総額１億８

００万円を返還済みでございます。覆土・緑化

準備金につきましては、平成１８年８月に業務

が完了しておりますので、５０００万円全額を

返還しております。したがいまして、返還総額

は１億５８００万円でございます。ついては、

積立金総額２億３０００万円から返還しました

１億５０００万円を差し引きまして、残金は７

２００万円となっているところでございます。 

 次に、今回の否認の請求が行われるに至りま

した経緯について御説明いたします。 

 平成２７年４月に株式会社クリーンアメニテ

ィより、事業を清算する旨の告知が市にござい

ました。これを受け、本市は株式会社クリーン

アメニティに対し、協定に基づき維持管理の基

金７２００万円、これは残額分でございます

が、この移転手続を直ちに履行するように通知

したところでございます。 

 平成２７年５月に、株式会社クリーンアメニ

ティは維持管理基金７２００万円を現金化いた

しまして市に送金をいたしました。本市は、送

金されましたこの現金を歳計外現金として預か

ることとしたところでございます。 

 平成２７年７月、株式会社クリーンアメニテ

ィは、熊本地方裁判所に破産手続開始の申し立

てを行いました。破産手続の開始決定は１３日

でございました。 

 平成２８年、破産管財人から本市に対しまし

て、この７２００万円の返金についての申し入

れがっております。 

 これ以降、本市担当課と破産管財人との間で

話し合いを行ってまいりました。本市としまし

ては、返金する際に何の条件も付さないままこ

の現金を返金した場合、一般債権として処理さ

れ債権者に分配される可能性が高く、基金の目

的である当該施設の維持管理費用への使用が確

認できないという点、また、当該施設の今後の

維持管理手法なども不明であったため、返金を

行わず、破産管財人との協議を継続してまいり



 

－7－ 

ました。 

 平成２９年６月、破産管財人が裁判所に本市

に対する否認請求の申し立てをされました。 

 済みません、ここで資料の訂正をお願いいた

します。資料３ページの下から３行目及び２行

目の所有という文字がございますけど、これを

保管のほうに訂正をお願いいたします。所有を

保管に訂正をよろしくお願いいたします。 

 続いて、説明申し上げます。 

 申し立ての内容は、大きく３点でございま

す。１点目、市が保管している維持管理基金の

残金７２００万円の返金、２点目、市が保管し

て以降の期間について年５％の利息の支払い、

３点目、今回の訴訟費用の負担を求めるという

ものでございました。 

 次に、本市が和解を行う理由について御説明

いたします。 

 本市代理人の弁護士の見解では、本市が保管

している基金の残金は、破産法上、破産会社の

資産としてみなされ、裁判所から破産管財人の

要求する条件での返金という決定が出る可能性

が高いものであるとの見解がございました。本

市としましては、この現金は一般債権として債

権者に分配されるべきものではなく、基金の設

立目的である二見最終処分場施設の維持管理に

出資をすべきものであるとの考えから、現在ま

で保管していたものでございます。 

 破産当初より破産管財人との協議を行ってま

いりましたが、本市の主張及び状況を御理解い

ただき、返金する金額の使途など一定の条件を

付した和解案を作成するに至りました。 

 次に、和解案について御説明いたします。 

 資料の５ページのほうでございます。 

 第１項目につきましては、７２００万円を現

在、市が保管していることを確認するという部

分でございます。 

 第２項目めにつきましては、返還期限を１１

月末に返還する旨を記載したものでございま

す。 

 第３項目めにつきましては、返還した７２０

０万円は、当該施設の維持管理に限って使用す

る旨を記載したものでございます。 

 第４項目めにつきましては、当該施設の維持

管理を継承するためであれば、和解内容と同様

の使途を定めた上で、この金額を第三者に譲渡

できることを記載したものでございます。 

 第５項目めにつきましては、当該施設の水質

が見込みよりも早期に改善し、その時点で返還

金に残金があった場合には、他の使途に使用し

ても構わないということを記載したものでござ

います。 

 最後に、第６項目めにつきましては、５％の

損害遅延金と申し立て費用については請求しな

いということを記載したものでございます。 

 ただいま御説明いたしましたように、本市と

しては返還金の使用目的を限定することができ

ること、損害遅延金の支払い及び訴訟費用の負

担を回避できることなどの理由により、本和解

案による和解を行いたいと考えておりますこと

から、地方自治法９６条第１項第１２号の規定

によりまして、本議案を提出するものでござい

ます。 

 なお、本市としましては、今後も当該施設は

存続しますことから、今回の返金処理が終了し

た後も、地元住民の不安を取り除くために県と

協力して対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、議案第７５号・裁判上の和解につい

ての説明を終わらせていただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明があったんで

すが、まずは一番最初、和解の件については了

承したいと思うんですけども、その後なんです
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よ、今、最後に言われた言葉。県とですね、協

力しながら地元の不安を払拭していかなきゃい

けないって。これは一番大事な言葉なんですよ

ね。ここらあたりを地元の方々じゃなく、地元

の方々も、そういう不安に侵されとるというの

は今後ずっと言われると思うんですよ。その中

で、やはり基金の目的であった、――当時を考

えれば、やっぱ、そのような不安があったから

基金を積み立てて、そしてその改善策を求めよ

うということだったと思うんですよ。 

 三者の中でこの和解をされた中でですね、一

番問題なのは、１０年間という１つの中で、会

社の経営上も含めてですよ。私はこの基金につ

いてはですね、まずは、今後、不安がないよう

にするためには、行政として、八代市としてど

のような、今後、現地調査をしながら、私は進

めていただきたいなと思うんですけども。 

 和解金の７２００万円って残金ですが、もと

もとそういう１つのやっぱ手続をとっとるわけ

ですから、これはしようがないと思うんですけ

ども、やっぱ市として、その地域、――で、市

も、やはり財産地区の中でその施設をつくった

わけですから、それについてはやはり、例えば

ですよ、水がきれいになったからもうそれでい

いんじゃないですかということじゃなくしてか

ら、それがどのようなやっぱ環境対策の中でで

すね、今後、あらゆる調査が必要じゃないか

と。そのためにも、やっぱり県と一緒になって

二見地域の住民、市民の方々が不安のないよう

にですね、どう八代市が対処するかと。 

 和解は和解で私は認めますけども、和解後の

問題というのもですね、しっかり私は市として

取り組んでいただきたいと、そのように思いま

す。 

 これは要望ですからね。まあ意見は、――意

見はないですけども、どうですか、そのあたり

執行部の考えとしては、今の考えについて。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） この施設に

つきましては、産業廃棄物が主な内容物という

ことで、産廃関連施設ということでもございま

して、行政上は県の主管になるというふうに考

えております。現在までも、今、県を中心とし

て今後の維持管理の方法等を検討を進めている

ところでございます。この検討につきまして

は、本市ももちろん常に参加しておりますし、

その中には管財人も含めたところで今後の方向

についての検討もしているというところでござ

います。 

 また、この７２００万が管財人に返還された

後でございますけれども、県の担当課によりま

すと、破産したクリーンアメニティの関係者な

どと今回の金額等を原資にしまして維持管理を

行う体制づくりの交渉を行っているということ

で、後の管理に向けての検討を進めているとい

うような情報が入っておりますので、これにつ

きまして県と協力しながら進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） 今、言われたのはです

ね、本当大事に、市としてのですね、県とのや

はり連携というのはしっかり。まずは現場を、

県は特に現場をしっかり見詰めながらですね、

市の担当部もしっかり見詰めながら、やっぱし

この水処理というのは、――永遠にきれいかと

いうことはないわけですからですね、改善した

っていうことじゃないわけですから、そのあた

りについては、強く地元の、行政として、県に

対してもですね、しっかり物申していただくよ

うにお願いをしておきます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 市が保管していたって

いうことをおっしゃたんですけど、基金の目的

だったのが、返さなかった、返さなかったって

いうか保管してたっていう理由が、施設の維持

管理手法っていうのがですね、どうやってやる

のかというのが不明だったというのが一番だっ

たと思うんですよ。保管というのが、担保にと
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ってたというような捉え方をしていいのかって

いう、それが確立されるまで。今の話だと、７

２００万を返したことによって、そういった維

持管理の会社を設立されていくっていうことな

んでしょうけど、それが確約ができてるのかな

っていうのがまず１点。 

 それから、供託金というような形でですね、

歳計外現金として預かるっていうのは、どんな

形でされてたのかなっていうことを。 

 その２点、ちょっとお尋ねしたいんですけど

ね。供託金という、まず考え方はなかったのか

なっていう。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） この基金に

つきましては、公正証書までつくりまして規定

をしているところでございまして、今、おっし

ゃったことで、７２００万についてはこの施設

を維持管理する上で、会社側としての責任をあ

る意味、示す意味でも、積み立ててもらったと

いうものでございます。 

 それから、これは歳計外で預かっていたとい

うのが、形態でございまして、一般財源に繰り

入れた場合はそれ自体が一般会計の支出として

消えてしまうというようなこともございまし

て、これについては、特別な金額のものである

ということで、歳計外で預かっていたというと

ころでございます。 

 あとの施設の管理運営につきましては、先ほ

ど申しましたように、県のほうが主体となって

いろんな調整をされておりますので、それを見

守りながらまた協力していきたいというふうに

考えております。 

○委員長（中村和美君） いいですか、堀委

員。 

○委員（堀 徹男君） いや、歳計外現金で預

かるっていうことが悪いと言ってるんじゃなく

て、そのお金をですね、供託金という形で預け

ておくことはできなかったのかなと。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） それについ

ては、供託金ということでの検討はしておりま

せんでした。 

○委員（堀 徹男君） 要するに、維持管理が

適切にできる手法が見つかるまでの担保ってい

う考え方じゃなかったのかなと思うんですよね、

市としては。今回、それを返金するということ

は、一番大事だったその当初の目的が達成され

る見込みがあるということが確約できたってい

うことなんですかね。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） これの返還

につきましては、先ほど御説明いたしましたと

おり、管財人のほうから否認の請求ということ

で、破産法に基づく法的な請求があったという

ことでございます。そういうことでございます

ので、これについては、市の弁護士のほうとも

相談しましたところ、先ほど申しましたよう

に、破産法上は、これらについては管財人に移

管される可能性が極めて高いということでござ

いましたので、このまま和解をせずに、否認の

請求での裁判上と言いますか、やった場合に

は、先ほど申しました５％の遅延金でございま

す。これはもとが７２００万ということでござ

いますので、単年度当たり３６０万と。その２

年分、プラス複利ということでございます。相

手方が要した裁判費用についてもこちらが負担

しなさいというようなことでもございますの

で、それを考えると、相当、和解しないでその

まま突っ走った場合は、そこあたりも、経済的

な損失も含めましてですね、相当大きな代償を

支払うことになるということもございましたこ

とから、これについては和解するほうがいいだ

ろうというふうな判断に至ったところでござい

ます。 

 ですから、これを返さないということは法律

上、戦っていってもこれはなかなか難しかった

というようなところでございます。 

○委員（堀 徹男君） だから、返さないとい

うことじゃなくて、供託金という形はそういう



 

－10－ 

考え方じゃないでしょう、返さないって。決着

がつくまでは預かっていられるっていうことだ

ったんじゃないですか。確約はとれたわけです

か、その維持管理が適切にできると。 

○委員長（中村和美君） 課長、供託金でいい

のか悪いのかをはっきり言わないと、同じ問題

だから。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 供託金とい

うのは、先ほど申しましたように考えてなかっ

たということでございます。 

○委員長（中村和美君） 堀委員、いいです

か。 

○委員（堀 徹男君） はい、いいです。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今の問題も含めてなん

ですけども、はっきり言って、これだけの３項

目をですよ、今、言われたように。３ページの

一番下の平成２９年６月。もうはっきり言って、

これで負けっていうような状況だもんな、私か

ら言わせれば。素人の、二十数年も八代市の議

会人として行政を見詰めてきたんですけども、

この和解については、もう完全に負けたという

状況なんですよ。だから、和解をしたという状

況になっておるというだけはですね、しっかり

と首長も含めて、捉えて、その中で、こういう

ことのないようにですね、私は今後していただ

きたい。 

 どうですか、そこらあたりは。５％の問題も

含めて。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） 大変御心配を

かけている事案だなということで、今、痛感を

しております。 

 ただ、先ほど課長のほうから説明がありまし

たように、破産管財人の言い分としてはです

ね、この３項目ということで、市が現在、保管

している基金の残金７２００万を返しなさいと

いうことと、今まで保管している期間に応じて

５％の利息を払いなさいと。それと、破産管財

人がですね、否認の申し立てを裁判所にされま

したもんですから、それに関する費用も市のほ

うで払いなさいというのが向こうの言い分でご

ざいました。 

 そこで、協議をした中で７２００万の使い道

はあくまでも二見の最終処分場の維持管理に使

いますよと。それと、年５％の利息は払わんで

いいですよと。それと、破産管財人が否認の請

求をした裁判所関係の費用も市は払わんでいい

ですよということの内容で意見が一致しました

もんですから、今回、和解に至ったという件で

ございます。 

 要は、中身につきましてはですね、私たちが

意図しております７２００万の使い道は二見の

最終処分場の維持管理のみに使うという主張が

認められたということで和解をしたという経緯

でございますので、御理解をいただきたいと思

います。 

 よろしくお願いします。 

○委員（山本幸廣君） それは、部長、しっか

り文章を読めばわかるんですよね。だから、こ

のような和解の案でいいのかということも、市

民の一人として、議会人としてですね、問いた

いというのがですね、言葉が出るわけですども、

もう今のところですね、このような状況で、和

解案の理由についてもある程度理解をせないか

んと。執行部の方々、当時、はっきり言ってか

ら、上村幸寛が担当課長だったでしょう。それ

は当時からずっとする中でですよ、やっぱり、

その都度、その都度、やっぱ議会にも報告して

たと思うんですよね。で、最終的には、この和

解案というのがですね、返還するのが最も適当

であるというふうに進む和解案の理由というの

を付記をしておるわけですから。 

 そのかわり、私たちの市民の立場、議会から

の立場としては、議員の立場からとしては、先

ほど言ったように、県に対してやはり二見地域
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なり、八代市民の方々、その地域の方々に不安

を与えないようなですね、維持管理の、継続心

というのをやっぱり持ってもらわなければです

ね、これはいけないと思うんですよね。いかが

ですか。 

○市民環境部長（國岡雄幸君） 先ほど課長の

ほうが申しましたように、産業廃棄物の埋立処

分場ということで、許認可権は、県が許可した

という経緯がございます。ただし、八代市は地

元の自治体ということで、応分の責任もあると

いうことでですね、今後、和解はいたしました

けれども、確実に二見の最終処分場が適正に維

持管理をされて、水質基準を満たすのかどうか

というのはですね、県も市も応分の責任がござ

いますもんですから、そこは連携してですね、

地元の二見の方々に不安を与えないような体制

を続けてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７５号・裁判上の和解については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 小会します。 

（午前１０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４６分 本会） 

◎議案第７９号・八代市風致地区内における建

築等の規制に関する条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 次に、議案第７９号・八代市風致地区内にお

ける建築等の規制に関する条例の一部改正につ

いて、説明を求めます。 

○建設政策課長（涌田直美君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）建設政策課、涌田です。よろしく

お願いいたしたいと思います。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○建設政策課長（涌田直美君） 議案第７９号

・八代市風致地区内における建築等の規制に関

する条例の一部改正について御説明をいたしま

す。 

 議案書は１５ページから１６ページまでとな

っております。 

 今回の改正につきましては、独立行政法人水

資源機構法の一部改正に伴い、条例の改正が必

要となったものでございます。 

 改正につきましては、同条例第５条第５号中

の同項第４号を同項第５号に改めるものでござ

います。 

 今回の改正につきましては、同条例には問題

はございません。 

 以上、簡単ですが、説明とさせていただきま

す。御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより
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採決いたします。 

 議案第７９号・八代市風致地区内における建

築等の規制に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第８０号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第８０号

・八代市営住宅設置管理条例の一部改正につい

て、説明を求めます。 

○建築住宅課長（小橋孝男君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）議案第８０号について御説明いたします。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○建築住宅課長（小橋孝男君） 議案第８０号

・八代市営住宅設置管理条例の一部改正につい

てでございますが、議案書１７ページをお開き

ください。 

 １７ページの下段に記載してあります提案理

由でございますが、公営住宅法施行令及び公営

住宅法施行規則の改正に伴い、条例の改正が必

要であるためでございます。 

 八代市営住宅設置管理条例、平成１７年八代

市条例第２２２号の一部を改正する条例でござ

います。 

 今回の改正理由は、単純な条項ずれの解消を

目的としたものでございまして、地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法令の整備に関する法律、平成２９年

法律第２５号の一部施行に伴う公営住宅法・政

省令の一部改正に伴い、省令の規定を引用して

いる条項のずれを解消するために改正するもの

でございます。 

 改正します条項は、議案１８ページをお開き

ください。第２６条第２項中、第１０条第１項

各号を第１１条第１項各号に変更します。第２

７条第２項中、第１１条第１項各号を第１２条

第１項各号に、第３７条及び第３８条中、第１

１条を第１２条に改めるものでございます。 

 以上でございます。よろしく御審議お願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 公布はいつからすっ

と、条例。いつから。 

○建築住宅課長（小橋孝男君） 公布日からに

なります。 

○委員長（中村和美君） いいですか。山本委

員、いいですか。 

○委員（山本幸廣君） 結構です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８０号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第８１号・八代市都市公園条例の一部改

正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第８１号

・八代市都市公園条例の一部改正について、説

明を求めます。 
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○都市整備課長（一美晋策君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）都市整備課、一美でございます。よろしく

お願いいたします。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○都市整備課長（一美晋策君） 議案第８１号

・八代市都市公園条例の一部改正について御説

明をいたします。 

 議案書は１９ページから２０ページまでとな

っております。 

 今回、国の都市緑地法の一部改正が行われ、

引用法令条項に移動がありましたことから、本

市の都市公園条例の改正が必要となったもので

ございます。 

 改正につきましては、同条例第１９条中、第

５条の３を第５条の１１に改めるものでござい

ます。 

 今回の改正に伴いまして、同条例には支障は

ございません。 

 以上、簡単ではございますが、八代市都市公

園条例の一部改正についての説明とさせていた

だきます。御審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。以上

で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようでございま

す。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案８１号・八代市都市公園条例の一部改正

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午前１０時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５４分 本会） 

◎議案第７１号・平成２８年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 それでは次に、決算議案の審査に入ります。 

 議案第７１号・平成２８年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定についてを議

題とし、説明を求めます。 

○建設部長（湯野 孝君） 建設部の湯野でご

ざいます。 

 これから御審議いただきますものは、議案第

７１号・平成２８年度八代市下水道事業会計利

益の処分及び決算の認定についてでございま

す。 

 平成２８年度下水道事業決算の概要は、本会

議初日の提案理由説明におきまして申し上げま

したとおりでございますが、平成２８年度に発

生した純利益に係る地方公営企業法に基づく処

分の議決及び地方自治法に基づく決算の認定を

お願いするものでございます。 

 詳細につきましては、下水道総務課の西田課

長より説明いたさせますので、御審議方、よろ

しくお願いいたします。 

○下水道総務課長（西田修一君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）下水道総務課の西田でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて御説明をさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

 議案第７１号・平成２８年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について御説

明をいたします。 
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 別冊の平成２８年度八代市下水道事業会計決

算書をお願いいたします。 

 表紙を１枚おめくりいただきまして、目次で

ございます。 

 当該決算書は、大きく、決算報告書、財務諸

表、事業報告書及び附属明細書の４つの項目で

構成されていますが、初めに事業報告書の概況

から御説明をさせていただきます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 まず、総括的事項でございますが、本市の下

水道事業は、昭和５６年度の供用開始以来、今

日まで、公共用水域の水質保全、浸水被害の防

止など、快適で安全な生活環境の向上に寄与し

ているところでございます。 

 平成２８年度末の排水人口は６万１４３９

人、排水面積は１６７７ヘクタール、年間の総

処理水量は６７０万５２５６立方メートル、有

収水量は５５０万９８８３立方メートルでござ

いますので、有収率は８２.１７％でございま

す。 

 平成２９年３月には、下水道事業における状

況の変化を踏まえ、今後、予想される厳しい経

営環境に適切に対応し、下水道事業の提供を将

来にわたり安定的に持続可能とするための指針

としまして、八代市下水道事業経営戦略を策定

いたしております。今後は、この経営戦略に基

づきまして、より一層の経営健全化に向けた効

率的な運営に努めてまいります。 

 次に、管渠施設整備事業としましては、八代

処理区では古閑地区、松高地区及び宮地地区な

ど、八代東部処理区では太田郷地区、千丁処理

区では西牟田地区及び新牟田地区など、鏡処理

区では下村地区及び野崎地区などにおきまし

て、それぞれ管渠布設工事を施工し、合わせま

して５.２９キロメートルの整備を行っており

ます。 

 また、ポンプ場施設整備事業としましては、

新開町にあります中央ポンプ場の改築に伴う実

施設計業務委託を行っております。 

 なお、管渠施設整備事業のうち６億３０３８

万１１００円と記載しておりますが、正しくは

６億３０３８万１２００円でございました。ま

ことに申しわけございません。訂正のほうをさ

せていただきます。申しわけございません。 

 また、ポンプ場施設整備事業のうち４２００

万円がそれぞれ年度内に完了できず、２９年度

に繰り越しております。これは、主に関係機関

などとの協議等に不測の日数を要したことなど

によるものでございます。 

 平成２８年９月には、下水道を含む汚水処理

施設整備を今後２０年間でほぼ完了させるため

の八代市汚水適正処理構想を策定いたしており

ます。今後は、この構想に基づきまして下水道

の整備を進め、普及率の向上を図ってまいりま

す。 

 次に、経営状況についてでございますが、こ

れは後ほど決算報告書のところで御説明いたし

ます。 

 おめくりをいただきまして、２０ページは、

議会議決事項及び職員に関する事項、次の２１

ページから２５ページまでは、工事関係で税込

２００万円以上の建設改良工事の概況及び税込

み１００万円以上の維持工事の概況などについ

て、それぞれ記載いたしておりますけれども、

個別の説明は割愛させていただきます。 

 おめくりいただきまして、２６ページをお願

いいたします。業務量でございます。表の中ほ

どの行政区域内人口１２万９３５８人に対し

て、処理区域内人口は５万９９２６人でござい

ますので、普及率は４６.３％、また、水洗化

人口は４万７２２２人でございますので、水洗

化率は７８.８％でございます。また、事業認

可区域面積２０２８.１ヘクタールに対して、

整備面積は２２.１ヘクタール増加し、１６４

４.５ヘクタールでございますので、整備率は

８１.１％でございます。 
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 次のページの事業収入に関する事項につきま

しては、後ほど決算報告書のところで御説明い

たします。 

 ２７ページ下段の現年分下水道使用料に係る

調定及び収入でございますが、税込みで調定額

は１０億５１４８万１５５０円、収入済額は９

億３８３９万３０５０円、未収額は１億１３０

８万８５００円、徴収率は８９.２４％でござ

います。 

 これらはいずれも、決算時点であります３月

３１日現在の数値でございますので、３月分の

下水道使用料の口座振りかえ分や自主納付分が

ほとんど反映されていないところでの数値でご

ざいます。 

 なお、御参考までに申し上げますと、５月末

現在の未収額は３１０９万３６１０円、徴収率

は９７.０４％でございます。 

 おめくりいただきまして、次のページの事業

費に関する事項につきましても、後ほど決算報

告書のところで御説明いたします。 

 次の２９ページから３２ページは会計でござ

います。税込み１０００万円以上の工事請負契

約及び５００万円以上の委託契約につきまして

は記載のとおりでございまして、説明は割愛さ

せていただきます。 

 おめくりいただきまして、３２ページをお願

いいたします。 

 企業債及び一時借入金の概況でございます。 

 前年度末の企業債の残高は、２４５億８９６

４万７８４６円でございました。平成２８年度

は、地方公共団体金融機構から６億５５０万

円、八代地域農業協同組合から１億１６００万

円、長崎銀行から３億８９００万円、合わせま

して１１億１０５０万円を借り入れる一方、地

方公共団体金融機構、財務省、かんぽ生命保

険、肥後銀行及び八代地域農業協同組合へ合わ

せまして１８億５５９６万９２２円を償還いた

しておりますので、２８年度末の企業債の残高

は、前年度末より７億４５４６万９２２円減少

し、２３８億４４１８万６９２４円でございま

す。 

 次のページのその他には一般会計繰入金など

の使途、充当先を記載しており、消費税申告の

際に必要となるものでございますが、個別の説

明は割愛させていただきます。 

 まことに申しわけございませんが、お戻りい

ただきまして、２ページをお願いいたします。

平成２８年度八代市下水道事業決算報告書でご

ざいます。 

 企業会計では、当該年度の損益取引に係る収

入、支出である収益的収支と、資産、負債及び

資本の増減に関する取引に伴う収入、支出であ

る資本的収支の２本立ての予算、決算となって

おります。 

 なお、決算の内容につきましては、お手元に

配付をさせていただいておりますＡ３の１枚物

の資料、こちらの資料で説明をさせていただき

ます。Ａ３の資料、お手元にございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

 それでは、説明させていただきます。 

 収益的収支につきましては、経営成績をあら

わします損益計算書にあわせまして、消費税抜

きの数値で作成いたしております。 

 まず、左側の表の収益的収支の収入でござい

ますが、項１・営業収益は１２億５１２２万４

０４８円でございます。 

 内訳は、目１・下水道使用料９億７４８２万

２５４８円、目２・雨水処理負担金２億７５２

１万３０００円、目３・その他の営業収益１１

８万８５００円は、督促手数料１０７万２５０

０円及び排水設備指定工事店証交付手数料１１

万６０００円でございます。 

 項２・営業外収益は２１億５９６４万８３３

０円でございます。 

 内訳の目２・他会計負担金８億５８３９万１

０００円は、水洗便所の普及等に要する経費、
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児童手当に要する経費及び汚水処理に関する減

価償却及び企業債利息などに充当した基準内繰

入金でございます。 

 目３の長期前受金戻入１２億９８２１万７１

９３円は、償却資産を整備・取得した際に受け

入れた国庫補助金や受益者負担金などを耐用年

数で割って収益化したものでございます。 

 目４の雑収益８７万１３７円は、下水道敷地

占用料や公用車の事故に伴う保険金などでござ

います。 

 目５・国県補助金２１７万円は、排水設備工

事費助成金に対する県補助金でございます。 

 以上、収入合計は、３４億１０８７万２３７

８円でございます。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用は、２５億２９３３万７０２８円でござ

います。 

 内訳の目１・管渠費３３７３万７７８７円

は、管渠施設の維持管理に要する費用でござい

ます。その主なものは、マンホールのかさ上げ

や舗装・修繕、下水道台帳作成業務委託、マン

ホールポンプの動力費などでございます。 

 目２・ポンプ場費６００８万８４４９円は、

各ポンプ場の維持管理に要する費用でございま

す。その主なものは、ポンプ場の施設修繕、保

守点検業務委託、電気料などでございます。 

 目３・水処理センター費３億３３０３万２３

８８円は、水処理センターの維持管理に要する

費用でございます。その主なものは、一般職５

名分の人件費、水処理センター管理運営委託費

及び汚泥処理業務委託などでございます。 

 目４・流域下水道管理費１億４１８万１２８

円は、八代北部流域下水道維持管理負担金でご

ざいます。 

 目５・総係費１億４５９２万６９１７円は、

業務全体に関する費用でございます。その主な

ものは、一般職１４名分の人件費、検針、徴収

及び水洗化業務委託料、排水設備工事費助成金

などでございます。 

 目６は減価償却費で、１８億５２３７万１３

５９円でございます。 

 項２・営業外費用は、４億４４１７万４８５

円でございます。 

 内訳は、目１・支払利息及び企業債取扱諸費

４億３８１３万８０１７円及び目２・雑支出６

０３万２４６８円でございます。 

 項３・特別損失１３３万２８３８円は、目２

・過年度損益修正損でございまして、不納欠損

や過年度の調定減に伴うものでございます。 

 支出合計は、２９億７４８４万３５１円でご

ざいますので、資料右下の欄外に記載しており

ます収益的収支では４億３６０３万２０２７円

の純利益が生じております。 

 次に、右側の資本的収支の収入でございます

が、項１・企業債は、１１億１０５０万円でご

ざいます。 

 項２・補助金は、９億１７４１万２６６０円

でございます。 

 内訳は、目１・国庫補助金５億８９３４万８

６６０円、目２・他会計補助金３億２８０６万

４０００円でございます。 

 項３・受益者負担金及び分担金は、４７５４

万２７７０円でございます。 

 項４・負担金は、１億３６１９万７１４８円

でございます。内訳は他会計負担金１億２８３

３万２０００円と、汚水管築造工事に伴う同時

施工負担金７８６万５１４８円でございます。 

 項５・その他資本的収入４８万３９４０円

は、県道にかかる橋の架けかえに伴う移設補償

金でございます。 

 以上、収入合計は２２億１２１３万６５１８

円でございます。 

 次に、資本的支出でございますが、項１・建

設改良費は、９億９３５７万２９１９円でござ

います。 

 内訳は、目１・管渠施設整備費９億４６３７
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万５１４１円、目２・ポンプ場施設整備費２３

５３万円、目３・水処理センター施設整備費２

８万３１０７円、目４・流域下水道建設費１８

２０万１７５１円、目５・営業設備費５１８万

２９２０円でございます。 

 項２・企業債償還金は、１８億５５９６万９

２２円でございます。 

 以上、支出合計は２８億４９５３万３８４１

円でございます。 

 下の欄外に記載してございますが、資本的収

支は６億３７３９万７３２３円が不足し、さら

に、翌年度繰り越し金の支出に充当する国庫補

助金３億８４７万４９００円を控除いたします

と９億４５８７万２２２３円が不足をいたしま

すが、これは当年度分消費税資本的収支調整額

３０９０万９４０円、過年度分損益勘定留保資

金５０４４万２１円、当年度分損益勘定留保資

金５億５４１５万４１６６円及び減債積立金３

億１０３７万７０９６円で補塡いたしておりま

す。 

 次に、決算書に戻っていただきまして、７ペ

ージをお願いいたします。 

 ７ページは財務諸表でございます。おめくり

いただきまして、９ページ、１０ページは損益

計算書でございます。 

 １０ページの下から４行目の当年度純利益で

ございますが、前年度より２億９８６５万８２

１１円増加しまして、４億３６０３万２０２７

円でございました。 

 純利益が前年度より増加した主な理由としま

しては、営業外収益の他会計負担金が約９２０

０万円減少したものの、長期前受金戻入が約３

億７０００万円、営業収益の下水道使用料が約

２０００万円、それぞれ増加したことによるも

のでございます。 

 次の１１ページは剰余金計算書でございま

す。 

 まず、資本金と剰余金のうち資本剰余金につ

きましては、当年度における処分や変動額がご

ざいませんでしたので、前年度末の残高がその

まま当年度末残高となっております。 

 次に、剰余金のうち、利益剰余金でございま

すが、議会の議決により処分を行いました前年

度末の未処分利益剰余金１億３７３７万３８１

６円と、平成２８年度の純利益のうち、予算に

よる予定処分を行った１億７３００万３２８０

円の合計３億１０３７万７０９６円につきまし

ては、減債積立金に積み立てを行った後に取り

崩しを行い、それに当年度純利益の残りである

２億６３０２万８７４７円を加えた当年度末の

未処分利益剰余金残高は５億７３４０万５８４

３円となっております。 

 次の１２ページは剰余金処分計算書でござい

ます。 

 表の右上の未処分利益剰余金５億７３４０万

５８４３円は、本議案の議決をいただきます

と、２億６３０２万８７４７円を減債積立金に

積み立て、残りの３億１０３７万７０９６円を

資本金への組み入れを行う予定でございます。 

 １３ページから１５ページまでは貸借対照表

でございます。 

 この表は、平成２８年度末における企業の財

政状態を明らかにするもので、事業年度内にお

ける損益や資産、負債及び資本の増減結果を反

映し、資産合計と負債と資本の合計が一致する

ことからバランスシートとも言われ、実際、１

４ページの右上の資産合計の二重下線を見てい

ただきますと、４８６億２９１２万４４３０円

と、次に、１５ページの右下の負債・資本合計

の二重下線がございますけれども、こちらの金

額は一致いたしております。 

 次に、飛びまして３５ページをお願いいたし

ます。 

 附属明細書でございます。おめくりいただき

まして、３７ページはキャッシュフロー計算書

でございます。 
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 この計算書は、１事業年度の資金収支の状況

を３つの活動区分――業務活動、投資活動、財

務活動ごとに表示した報告書でございます。 

 公営企業会計は発生主義によるため、収益、

費用を認識する時期と、現金の収入、支出が発

生する時期とに差異が生じることになります

が、キャッシュフロー計算書によりまして、現

金の収入、支出に関する情報を得ることが可能

となるものでございます。 

 おめくりいただきまして、３８ページから４

４ページまでは収益費用明細書でございます

が、先ほど資料で説明いたしました内容と重複

いたしますので、説明は割愛させていただきま

す。 

 おめくりいただきまして、４５ページから４

６ページまでは固定資産明細書でございます。 

 有形固定資産及び無形固定資産につきまし

て、資産の種類ごとに、年度当初現在高、当期

の増加額・減少額、当期末現在高、減価償却累

計額及び当期末償却未済額について、それぞれ

記載いたしております。 

 おめくりいただきまして、４７ページから５

４ページまでは企業債明細書でございます。 

 借入先ごとに、発行総額、償還額、利率、償

還終期などについて記載いたしております。 

 最後になりますが、飛びまして５５ページを

お願いいたします。 

 注記としまして、重要な会計方針に係る事項

であります固定資産の減価償却の方法、引当金

の計上方法及び消費税等の会計処理、並びに貸

借対照表に関する注記につきまして、それぞれ

記載いたしております。 

 下水道事業につきましては、今後とも経費の

縮減及び収入の確保などを図るとともに、２８

年度に策定いたしました汚水適正処理構想及び

下水道事業経営戦略に基づきまして、計画的・

効率的な施設整備を進め、生活環境の改善と経

営の健全化に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、議案第７１号・平成２８年度八代市

下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いての説明を終わります。御審議のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 使用料の単価とです

ね、汚水処理の原価って大体どれぐらい、――

汚水処理の原価で使用料を賄えていますか。 

○下水道総務課長（西田修一君） まず、使用

料の単価でございますが、こちらは御案内のと

おり、有収水量を使用料で割ったものでござい

ますけれども、１７６.９円、一方、汚水処理

原価につきましては、２７６.３円でございま

すので、約１００円の差金が出ておりますの

で、その分につきましては一般会計からの繰入

金等で補塡しているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） これから頑張ってやっ

ていかれるとは思うんですけど、転回点ってい

うのがですね、どれぐらいになったら来るんで

しょう。何十年後とか。何％になったら、それ

――。 

○下水道総務課長（西田修一君） 先ほど御説

明いたしました本年の３月に策定いたしました

八代市下水道事業経営戦略というのがございま

す。これは、おおむね１０年内の経営に関する

ものを策定したものでございますけれども、こ

の中におきまして、下水道使用料につきまして

は、今後、平成３１年と平成３５年、２回、料

金改定を行う予定としております。これにより

まして、先ほど一般会計の基準外繰入金という

のがございますけれども、こちらのほうがゼロ

になる見込みということで、あと２回ほど、こ

こ１０年以内にですね、使用料の改定を行う予

定としております。 
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 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。 

 それともう１点いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（堀 徹男君） 下水道のですね、検針

員さんの状況っていうのを、ちょっと済みませ

ん、どうなってますか、契約の状況とか。現金

集めてくるとかですよ。そういう契約とか。ち

ょっと決算の今の話とは、ちょっとずれるんで

すが、タイミング的にちょっと確認をしておき

たいので。何か資料ありましたよね。 

○委員長（中村和美君） わかりますか。 

○委員（堀 徹男君） 委託職員さんの使用料

徴収業務っていうのが、職員に関する事項のと

ころにあるんですけど、契約の状況とかです

ね、どんな委託の内容になっているのか。 

○下水道総務課長（西田修一君） 徴収につき

ましては、シルバー人材センターさんのほうに

委託をさせていただきまして、契約の内容とし

ましては、時間単価での契約、あと交通費、１

日当たり支給したりですとか、従事時間としま

しては、８時半から、通常、５時１５分までと

いうことで委託のほうをさせていただいており

ます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） 済みません、水道のほ

うでね、事件っていうことできのうもあったん

ですけど、そういう事態が起きないような委託

の契約の方法とかっていうことなのかなとちょ

っと心配になってね、お尋ねしたんですけど。

いや、それはきょうお答えいただかなくても別

にいいんですけど、他山の石として参考にして

いただきたい。具体的にどういう内容になって

いるのか今の時点ではよくわかりませんから、

決算からも外れるし。 

○下水道総務課長（西田修一君） そうです

ね。シルバーさんのほうに使用料の徴収ですと

か検針員のほうを委託のほうさせていただいて

おりますので、想定外ということがないように

ですね、事故等がないように、事件等がないよ

うに万全を期していきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） よろしくお願いしま

す。 

○委員長（中村和美君） 決算の認定ですの

で、これで終わりたいと思います。 

 ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようでございま

すので、質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（山本幸廣君） 説明があった中で、下

水道事業というのを根本からもう少し理解をし

て、真剣に取り組んでいただきたい。決算状況

でこのような状況なんですが、やれ、一般会計

から繰り入れと。基準外の、今、繰り入れがあ

りましたでしょう。基準外の繰り入れっていう

のはどんなものかということを真剣に考えてい

ただきたいと思うんですよ。その点はどうです

か。意見ですから、はっきりできんでしょう。 

 基準外は、先ほど来、１０年でゼロにしたい

というような状況であります。なるだけなら、

一日も早く基準外繰り入れをしないような、そ

ういうですね、やっぱり営業の収益なり、営業

の費用をどうやって抑制していくかということ

も考えていかなきゃいけないと思うので、そこ

らあたりについては、私の意見ですけれども、

なるだけなら基準外は早くゼロになすようにし

てください。一般会計からの繰り入れが大変な

状況になってきとるというのはですね、これは

もう受益者負担の原理ですからですね、しっか

りした中で総合的に考えていただきたい、下水

道事業というのをですね。 

 先ほど出ましたけれども、じゃあ、２０年、

３０年したらですね、下水道の布設をした中で
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どういうふうなですね、障害が出てくるのか。

これは、京都市の下水道事業はもう一回転しま

した。一回転したとこがもう莫大な費用なんで

す、今度は。また管の布設をしていかなん、漏

水はしてくるわ。最終的には、これはもう自転

車操業と変わらない、下水道事業っていうのは

ですね。そういう中で、なるだけならば収益を

上げる工夫をしなきゃいけないんですけれど

も、この事業というのは、どうしてもペイでき

ない事業なんですよ。それは理解します。だけ

ども、基準外の繰り入れだけはですね、なるだ

けなら早目にゼロになすようにしてください。 

○委員長（中村和美君） 要望ですか。 

○委員（山本幸廣君） 意見です。要望。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようでございま

すので、以上で意見を終了いたしたいと思いま

す。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案７１号・平成２８年度八代市下水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決及び認定することに決し

ました。（｢どうもありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午前１１時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２６分 本会） 

◎陳情第５号・八代市中心市街地活性化に伴う

八代市袋町町内旧河川堤防「とも」撤去につい

て 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 本委員会に付託となっておりますのは、新規

の陳情１件です。 

 それでは、陳情第５号・八代市中心市街地活

性化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防「とも」

撤去についてを議題といたします。 

 趣旨は文書表のとおりでございます。ごらん

いただきたいと思います。 

 本件について御意見等はありませんか。 

 後日、現場視察に行きたいと思います。（｢ 

委員長、ちょっと小会、小会、小会いいですか 

」と呼ぶ者あり） 

 小会ですか。はい、小会します。 

（午前１１時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２７分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 陳情第５号について何か質疑ございません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今回のこの陳情につい

ては、私たちは建設環境委員会にもといなかっ

たもんですけんでから、いなかった状況の中で

ですね、審議未了という形の中でなっとったと

思うんですよね。で、そういう中で、今回、陳

情が上がりましたので、そこはやっぱ審議未了

になった経緯、執行部がそこらの説明をしたの

かしてないのか、そこらあたりをひとつ、執行

部の説明を求めたいと思いますが。 

○委員長（中村和美君） ただいま委員から執

行部の説明を聴取したいとの意見が出されまし

た。 

 本件について執行部から説明を求めることに

御異議ありませんか。ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようでございま

すので、そのようにしたいと思います。 

 それでは、西土木課長、説明をお願いしたい

と思います。 

○土木課長（西 竜一君） 土木課課長を仰せ
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つかっております西でございます。よろしくお

願いします。 

 説明をさせていただくのにあわせてですね、

位置図等の資料を準備してきましたので、お配

りさせていただいてよろしいですか。（委員山

本幸廣君「ありがたいです」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○土木課長（西 竜一君） 説明をさせていた

だきます。 

 恐れ入りますが、着座にて説明をさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○土木課長（西 竜一君） では、まず場所に

ついてですね、位置について御説明いたしま

す。おおむね御存じかと思いますが、改めて説

明をさせていただきたいと思いますが、最初の

１枚目のですね、位置図というものを見ていた

だきますと、そこに位置がございます。 

 場所につきましてはですね、旭中央通り、ち

ょうどお祭りをやってる会場が、総踊りをやる

会場がございますが、それが鍵形に曲がるとこ

ろですね。この旭中央通りの交差点からアーケ

ードに向かっていく道がございます。それはち

ょっと途中で上るっていう、この堤防でござい

ます。そこの道路からですね、ハーモニーホー

ルに向けて北側に伸びている、この部分の切り

下げをということで陳情をいただいておりま

す。 

 次の写真を見ていただければ、その現場の状

況というのがわかるかと思いますが、これは球

磨川のですね、旧堤防敷ですね。で、実際、こ

れがずっと萩原町までですね、続いている堤防

にはなるんですが、その部分の一部ということ

になります。高低差が大体２メートルから３メ

ートルぐらいあるようなところでございます。 

 現状としましては、アーケードに行く道につ

いてはですね、坂道で上っておりると。で、歩

道がついておりまして、車道も２車線ですね、

確保できている部分になります。 

 あと、堤防の道路については、約１５０メー

トルほどございまして、幅員がですね、狭いと

ころは４メートルぐらいしかないところもある

んですが、車両が十分離合できるような、５メ

ートルから６メートルの道路が伸びているとい

うことでございます。 

 で、この堤防のですね、道路の両側にです

ね、いろんなビルであったり、飲食店のビルで

あったり、普通家屋も何軒も存在するというよ

うな場所でございます。 

 で、先ほど委員のほうからですね、お話があ

りました前回のですね、ときの話をちょっとさ

せていただきたいと思うんですが、平成２０年

の委員会の記録をですね、もとにして説明した

いと思います。 

 まず、平成２０年のですね、３月にですね、

この陳情がございまして、そのときは切り下げ

というのにですね、切り下げという事業をです

ね、当時行っておりました中心市街地活性化基

本計画の事業に入れてほしいと、でしてほしい

ということがございました。 

 で、当時は、都市計画道路の位置づけもなさ

れておりました。レインボープロムナード線と

いう都市計画道路の位置づけもありまして、

で、中心市街地活性化基本計画という事業も進

めていたという関係で、それに入れて事業を進

めてほしいというような要望でございました。 

 で、それで３回ほどですね、審議を重ねてい

ただきまして、現地のほうも１回現場のほうに

見に行かれた、委員の皆さんですね、見に行か

れて、ちょうどその平成２０年度ぐらいです

ね、都市計画道路の見直しがありまして、この

レインボープロムナード線という都市計画道路

が平成２０年度で廃止になりまして、ですか

ら、都市計画道路としての整備ができないとい

うようなことになりました。 

 なおかつ、先ほど言いましたように、堤防を
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切り下げるとなりますと、付近の建物を全て移

転しなくてはいけない。その補償費というのも

ですね、ビルを含めてかなりありますので、補

償費がかなりかかるということ。 

 それと、旧堤防につきましては、重要な文化

財というふうになっておりますので、文化財発

掘調査費用もかかるということで、かなりの事

業費がかかるというようなことがですね、その

都度、その審議の中でですね、かなり費用がか

かるんじゃないかとか、執行部の説明でもそう

いう説明をしております。 

 そのときは、その事業費をかけただけのです

ね、効果が得られるのかというのが疑問となっ

て審議未了に至ったということで、記録から言

いますと、そういうことになります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） ただいま説明がござ

いましたが、御意見ございませんか。 

○委員（堀 徹男君） ちょっと尋ねてもいい

ですか。お尋ねしてもいいですか。もう少しお

尋ねしてもいいですか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ、どうぞ、は

い。 

○委員（堀 徹男君） 今の説明でですね、多

額の事業費がかかるっていうのは、もう想像つ

くわけなんですよね。それ、概算でもいいか

ら、何かそういった数字の見積もりというよう

なのをされた経緯っていうのはありますか、そ

のレインボー計画なり何なりされたときにです

ね。 

○土木課長（西 竜一君） 済みません、今回

の陳情にあわせてですね、見積もりを行ったと

いうのは、まだ行っておりません。 

○委員（堀 徹男君） 今回じゃなくても、前

回までの。 

○土木課長（西 竜一君） 前回のですね、委

員会の中で執行部からの説明の中でですね、少

なくというかですね、必要最小限の補償でとめ

てと。要は、今あるものを全部直すんじゃなく

て、下げたときに、下の基礎を補強するとか、

そういうのを考慮した場合ということでです

ね、説明があったんですが、そのときはです

ね、７.３億円というような説明を執行部がさ

れたという記録がございました。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 説明ありがとうござい

ました。ちょっと出したんですけども、もうび

っくりするほどだったんですけれども、要は、

先ほど来、このような陳情ですので、趣旨をよ

く理解しながら、私たちも審議未了じゃなくし

てから、継続をしてするとかですね、そのよう

な状況で私たち新しい委員がなりましたので、

中村委員長、よろしかればですね、今、説明の

中でも大変だと思うんですけれども、審議未了

じゃなくしてですね、継続という形の中でして

いただければなと。皆さん、委員に諮っていた

だいて、もう説明は聞きましたから、結構であ

ります。 

○委員長（中村和美君） ということで、継続

ということも出ましたが、ほか皆さんはいかが

でございましょうか、委員さん。 

○委員（太田広則君） 前回の特別委員会でも

言わさせていただきました。１回ですね、今、

言われたように、継続にして、現地をしっかり

調査した上で進めていっていいんじゃないかと

いうふうに思います。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、なけれ

ば、採決いたします。 

 陳情第５号・八代市中心市街地活性化に伴う

八代市袋町町内旧河川堤防「とも」撤去につい

ては、継続審査とするに賛成の方の挙手を求め
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ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は継続審査とすることに決しました。 

 以上で請願の審査を終わります。ありがとう

ございましたね、ごめんな。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

○委員長（中村和美君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（中村和美君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査

（中央ポンプ場改築工事の進捗状況について） 

○委員長（中村和美君） このうち、まず都市

計画建設工事に関する諸問題の調査に関連して

１件執行部から発言の申し出があっております

ので、これを許します。 

 それでは、まず中央ポンプ場改築工事の進捗

状況についてお願いします。 

○下水道建設課長（福田新士君） 下水道建設

課長の福田でございます。着座にて説明させて

いただきます。 

 本日は、さきの６月定例会にて八代市下水道

事業会計補正予算を議決いただきましたものの

うち、中央ポンプ場改築工事委託第１期につき

まして、その進捗状況を御報告するものでござ

います。 

 それでは、お手元のＡ４カラー刷りの中央ポ

ンプ場改築工事委託第１期、建設環境委員会所

管事務調査資料をごらんください。 

 表紙をめくっていただき、資料１をごらんく

ださい。 

 新開町にございます中央ポンプ場は、赤線で

囲いました中心市街地付近を含む中央排水区３

６１.４ヘクタールに降りました雨を前川に速

やかに排水いたします雨水ポンプ場で、昭和５

３年に供用を開始し、ことしで築３９年を迎え

ており、近年、老朽化に伴う機器の故障が多く

なっております。 

 ポンプ場の主な設備としまして、口径５００

ミリメートル電動ポンプ２台と口径１５００ミ

リメートルディーゼルエンジンポンプ２台、口

径１８００ミリメートルディーゼルエンジンポ

ンプ１台がございまして、排水能力としまして

は、毎秒１９.７立方メートルでございます。 

 続きまして、資料２をごらんください。 

 改築工事の主な内容を取りまとめたものでご

ざいます。 

 工事は、建築工事、機械設備工事、電気設備

工事の３工種となっております。詳しくは、資

料３の中で御説明します。 

 資料３をごらんください。 

 年度ごとの改築工事スケジュール並びにその

概算工事費を一覧表にまとめたものです。 

 平成２９年度から平成３４年度の６カ年で施

工し、工事は４期に分けて行いまして、総事業

費の見込みは約３３億円を予定しております。 

 今回、御報告させていただきます第１期工事

は、表の上段、赤色の線の部分で示しておりま

す。 

 その工事内容としましては、まず建築工事で
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は、屋外工事としまして、経年劣化に伴い、落

下の危険性が大きい外壁レンガや採光用のガラ

スブロック撤去を行います。 

 また、屋内工事では、側壁及び屋上のアスベ

ストを含有している吹きつけ材、約２７００平

方メートルの撤去並びに建築附帯設備の更新を

行う予定としております。さらに、建屋の耐震

性を高めるために補強壁を設置する予定として

おります。 

 次に、機械設備工事では、エンジンポンプよ

り運転時間が多く、グリス等のオイル漏れが著

しい口径５００ミリメートル電動ポンプ２台の

更新取りかえを予定しております。 

 次に、電気設備工事では、受変電設備、自家

発電設備、運転操作設備などの全面更新を予定

しており、加えて、現在、同一敷地内にある汚

水の中継ポンプ場であります中央中継ポンプ場

の自家発電設備及び受電設備を撤去し、中央ポ

ンプ場電気設備との統合を図ります。 

 Ａ４縦の１枚ものの資料、中央ポンプ場改築

工事の進捗についての中ほど、進捗状況をごら

んください。 

 本改築工事に当たり、土木、建築、機械、電

気工事が同時施工する複合工事で、中央ポンプ

場は予備水路を持たず、また、同排水区域に

は、同等の排水能力を持つ代替ポンプ場がない

ことから、ポンプ場を稼動させながらの設備全

面更新となり、長期にわたる工事となります。 

 さらに、同一敷地内の中央中継ポンプ場の電

気設備工事も一体となって施工するものとして

おりますことから、施工に当たり、相当の経験

が必要であり、現状の市職員では、これらの対

応するノウハウが少なく、同種施工実績や専門

的知識が豊富な者から、的確な指導・助言を受

けながら、円滑に工事を実施していく必要があ

るなどの理由によりまして、地方共同法人日本

下水道事業団と本年７月２６日付で協定を締結

いたしました。 

 協定期間は平成２９年７月２６日から平成３

１年３月３１日とし、協定金額は８億７８００

万円でございます。 

 この協定により、相手方であります日本下水

道事業団には、今回の中央ポンプ場の改築工事

に係る設計、発注、施工管理、引き渡しまで一

貫してお願いしております。 

 さらに、昨年の熊本地震を受け、災害に強い

まちづくりに寄与できるものとして、平成２８

年１１月２１日に本市と日本下水道事業団との

間に八代市下水道施設に係る日本下水道事業団

との災害支援協定を締結し、有事の際に、いち

早く支援を受けられ、施設の機能回復を図るこ

とができると考えております。 

 これにより一層、安全・安心なまちづくりの

実現に寄与できるものと考えております。 

 最後になりますが、今回の改築工事の施工に

当たって、地元企業を積極的に活用していただ

きますよう、日本下水道事業団に対しまして、

市長名にて文書要請いたしております。 

 以上、中央ポンプ場改築工事の進捗状況につ

いて報告を終わらせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 一つだけちょっと、特

定財源の内訳はどうなっとるのかな、３３億

は。 

○下水道建設課長（福田新士君） ３３億の内

訳ですか。 

○委員（山本幸廣君） 人件費と施設と、それ

と企業債関係、委員長、求めて。 

○委員長（中村和美君） しばらくお待ちくだ

さい。名前がわかりません。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（松下健二

君） 特定財源としましては、２分の１が国庫

補助金、残りの２分の１が地方債で賄うことと

いたしております。 
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 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい、結構です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 確認です。機械設備工

事エンジンポンプについては、部品調達が困難

であるディーゼルエンジンの更新、ディーゼル

エンジンは何台あるんですかね。 

○下水道建設課長（福田新士君） 先ほど申し

ましたが、ディーゼルエンジンがついてるやつ

は１５００ミリメートルの２台と、１８００ミ

リメートルの排水能力が１台、合わせて３台で

ございます。 

○委員（太田広則君） もう１回。これも確認

ですが、更新するときは、１台１台という形

で、能力が落ちない程度にやられるというふう

に理解してよろしいですか。 

○下水道建設課長（福田新士君） おっしゃる

とおり、排水を行いながら、雨のときとかの有

事に応えられるような設備の更新をいたします

ので、まずは５００ミリの２台、電動ポンプの

やつ、それから入ります。残りにつきまして

は、随時、言われたとおり、１台ずつを考えて

おります。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、１点いいです

か。八代はですね、このポンプで排水しない

と、うまく排水処理ができないっていうね、地

理的特性も持ってますので、大変重要な事業だ

と思うんですよ。ぜひうまくいくようにです

ね、願ってますので、一生懸命頑張っていただ

きたいと思います。 

○委員長（中村和美君） よろしいですね。 

 ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようでございま

すので、以上で、中央ポンプ場改築工事の進捗

状況についてを終了いたします。 

 小会します。 

（午前１１時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４９分 本会） 

・生活環境に関する諸問題の調査（八代市環境

センター事業の進捗状況について） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、生活環境に関する諸問題の調査に関連

して１件執行部から発言の申し出があっており

ますので、これを許します。 

 それでは、次に、八代市環境センター建設の

進捗状況についてをお願いいたします。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）環境センター建設課の山口でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、環境センター建設事業の進捗状況

について御説明いたします。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 皆様

の御手元のほうに資料があるかと思います。資

料が、資料１、資料２、資料３でタグをつけて

あるかと思います。こちらをごらんいただきた

いと思います。 

 資料１が環境センター建設工事の進捗につい

て、資料２が八代生活環境事務組合規約変更に

ついて、資料３がごみ処理の広域化を目指す新

たな循環型社会形成推進地域計画の策定につい

てということで資料をお渡ししております。 

 それでは、まず、資料１、こちらにつきまし

ては、環境センター建設事業の進捗を示してい

るもので、スケジュール表、それから今の進捗

状況の写真等を載せておりますけれども、こち

らは、ぜひ現場に来ていただいて、ごらんいた

だいたときに、詳しく説明させていただこうと
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思いますので、本日は、こちらの資料の説明は

割愛させていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 ただ、資料１の一番最後のほうにですね、執

行済工事費及び今後必要な工事費ということ

で、資料１の一番最後のページ、１６ページに

なりますけれども、Ａ４の横になっている部分

でございます。 

 こちらのほうに、今後……、資料１の一番最

後のほうでございます。Ａ４の横の表をごらん

いただければと思います。１６ページになりま

す。 

 こちらのほうが現在の工事費の概算を示した

表になっております。 

 右側のほうが、今後、増額等、補正が必要に

なる部分のものを示しております。赤と青の部

分が議決案件ということになりまして、これを

１２月議会のほうに提案させていただきたいと

思います。黄色の部分につきましては、工期の

延長でありますとかインフレスライドとか、そ

ういったもので、工費が上がりますけれども、

こちらは専決処分ということになりますので、

それはまた報告させていただきたいと思います

ので、またこちらも提案させていただくとき

に、詳細について御説明させていただこうと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 今のところ、２４０億の総事業費と言われて

おりましたうち２２６億ということで、今、概

算で計算されておりますので、当初の総事業費

の中で、枠の中に入ってくるかなというところ

で、今、試算しているところでございます。 

 ちょっと簡単でございますけど、資料１のほ

うの説明は終わらせていただきます。申しわけ

ございません。 

 それでは、資料の２のほうをごらんいただき

たいと思います。 

 こちらが、今後、環境センターで八代市のご

み全量をですね、市域のごみ全量を環境センタ

ーでごみ処理するために事務組合の規約の変更

が必要となってくるということで、本会議の質

問のほうでも部長が御答弁させていただいたと

ころでありますが、そのスケジュールのほうを

おおむね載せておりますので、ちょっとかいつ

まんで御説明させていただきます。 

 まず、現在、八代市、氷川町、事務組合の３

者で規約の変更の協議を行っておりまして、ほ

ぼ事務レベルの協議は終わっているところで

す。 

 今後、１１月に入りますと、事務組合は、事

前協議の前協議という形で協議を開始してまい

ります。 

 これが終了しますと、本年終わりごろから来

年１月にかけまして、県との正式な協議に事務

組合が入ってまいります。 

 そこで、この協議が終了しますと、２月中旬

ごろですね、八代市と氷川町に対しまして、規

約変更の同文議決の依頼を行うということにな

っておりますので、３月議会のほうに規約変更

の議案を提案させていただこうかなと思いま

す。このときに、八代市と氷川町のほうで同じ

文面で同文議決を行っていただくというタイミ

ングになるかと思いますので、その節、またよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 これで議決が同文議決できますと、あとは、

また事務組合が県知事のほうに変更の申請を行

いまして、来年の６月ごろには、その変更の許

可がおりるという流れになっております。 

 こちらにつきましては、また、次回のとき

に、提案させていただくときに、説明させてい

ただきたいと思います。 

 次の２ページ目からは事務組合の規約のほう

に変更のポイントとなる部分を２ページ、第３

条の（２）ですね、じんかいに係る部分、それ

から４ページ、負担金の割合、こちらの変更に

なる部分、それから６ページ、この規約の施行

日、ここに係る部分を変えていかなければなら
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ないということで、これから事務組合は検討の

協議に入っていくというところでございます。 

 その後、７ページから９ページまでは負担金

の割合を取りまとめました説明資料になってお

ります、算出割合についてとなっておりますけ

れども、こちらのほうの御説明につきまして

も、議案を提案させていただく前に、もう一度

詳しく説明させていただくかと思いますので、

本日のほうは資料添付ということでお許しいた

だければと思います。 

 それでは、資料３のほうに入らせていただき

ます。よろしくお願いいたします。これにつき

ましては、これも本会議の答弁のほうにありま

した循環型社会形成推進地域計画の策定という

ことで資料をつくっております。 

 資料の中表紙めくっていただいて１ページ

目、Ａ４の横でございます。こちらのほうで若

干流れを説明させていただきますと、平成１７

年、合併しましたときには、八代、坂本、千

丁、鏡、東陽、泉村で合併をしておりますけれ

ども、処理施設としては、現在の中北にありま

す清掃センターで八代市、坂本村のごみを処理

している、クリーンセンターのほうで氷川町さ

んの分と千丁、鏡、東陽、泉村分のごみを今現

在、処理をしているということで、平成３０年

７月以降から八代市全域のごみを環境センター

で処理をするということで、クリーンセンター

のほうで氷川町さんだけのごみを処理していく

ということになります。 

 ただ、その後、事務組合のクリーンセンター

につきましても稼働をやめる時期が出てまいり

ますし、氷川町さん単独でもですね、今の交付

金制度の中では、単独で施設整備っていうのが

なかなかできない、――国が広域化の方針を示

している関係もありまして、なかなか単独の整

備ができないということで、また、国の指針に

基づきますと、八代市郡での広域化が必要では

ないかということで、こういった図を描かせて

いただいているところでございます。 

 資料の２ページ目をごらんください。 

 それでは、どうやってそれを進めていくかと

いうことでグラフ化させていただいた部分でご

ざいます。 

 一番上の青の部分が八代市の動きということ

で、現在、第２期の八代市循環型社会形成推進

地域計画、これの中で環境センターの建設を進

めているところでございます。この計画が３１

年度で終わります。その後、今度は新たに３２

年度からですね、今度は、地域の八代市郡の広

域化を目指した循環型社会形成推進地域計画を

つくるということで、今、協議に入ったところ

でございます。 

 これは、やはり国の広域化の指針、方針、そ

ういったものに基づいたものと、また、国とか

県とかアドバイスをいただきながらですね、協

議を進めていったほうがいいと、アドバイスの

もとで。また、協議会のほうも計画を立てる前

から協議を行わなればならないというところが

ございましたので、本年９月、こちらの協議会

を立ち上げさせていただいたというところでご

ざいます。 

 資料の３ページをごらんください。 

 こちらには循環型社会形成推進協議会の設置

の要領を添付させていただいております。目標

といたしましては、広域化を図るために協議を

行うということになっております。 

 その次のページに、協議会の、４ページ目に

委員の構成を載せております。こちらが国・県

も協力いただいています、――これは策定マニ

ュアルの中にも国・県を踏まえて協議会を設置

するということになっておりますので、それに

基づいて、国・県の協力をいただきまして協議

会を設置したところでございます。国のほうは

九州環境地方事務所の廃棄物・リサイクル対策

課長、県のほうは循環社会推進課長、それから

八代市は市民環境部長、氷川町は副町長、それ
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から事務組合のほうが事務局長、この５名で協

議会をつくっております。 

 あと、専門部会におきまして、詳細な資料を

つくりながらですね、２年間かけて、協議を進

めていくということで、３１年度中の、新しい

八代市、氷川町、事務組合の三者による、連名

による地域計画を策定しようということで、

今、協議を始めたところでございます。 

 申しわけございません、ポイントだけをさっ

とお話をさせて、早口でしゃべってしまいまし

たけれども、よろしくお願いします。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

した。 

 本件について、何か質疑、御意見等はありま

せんか。 

○委員（堀 徹男君） 氷川のごみを受け入れ

るっていう話で進んでるっていうふうに聞いと

いていいんですか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 受け

入れるっていうまだ段階ではなく、広域化を図

るということで、地域計画の中でごみを受け入

れる時期でありますとか、ごみ受け入れが可能

であるかとか、そういったものを全て計画の中

に盛り込んでいく必要がありますので、これか

ら、そういったいろんなデータをですね、両者

でつくり上げながら、そこを目指していくとい

うことで、方向性といたしましては、八代市郡

でごみ処理の広域化をするということではござ

います。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） このいただいている、

ついている資料は、ごみ処理の広域化の赤い枠

組みの中ではですよ、どう見たって、氷川のご

みを受け入れる形になってますよ。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 確か

に、もう環境センターのほうで受け入れざるを

得んかなと。ただ、その時期、――今の施設は

一応、八代市のごみを処理をするということで

建設をしておりますけれども、将来の人口推

計、こういったものを見ていきますと、減少傾

向にあると。そうすると、環境センターのほう

に余裕が出てくる、処理能力に余裕が出てく

る。その時点で氷川町さんのごみを一緒に処理

できるのではないかということを考えていかな

ければならないというところで、協議会の中で

これを検討していくというところでございま

す。 

○委員（堀 徹男君） それは国の方針とかっ

ていうことなんですか、上からの。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 国の

方針で、できるだけ施設の数を減らすというこ

とで、広域化という指針が示されております。 

 問題となるのは、それぞれの施設の建設時期

によってばらばらという形で施設ができ上がっ

て、なかなか広域化ができないというところも

ございますけれども、八代地域におきまして

は、環境センターができた、その後にごみの処

理能力に余力が出てきてくる、そうしますと、

そこで広域化が図れないかということで進めて

いきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 国・県のほうとも相談をさせていただきまし

たけれども、やはり環境センターができた後、

広域化というのを十分考えていく必要があると

いうことで、現在の地域計画の中にも、広域化

を図るということで記載しておりますので、こ

の協議は進めていって、広域化を図っていけれ

ばというふうに考えております。 

○委員（堀 徹男君） いや、広域化を図るの

は、国の政策とかっていうことで、その……。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 国の

政策に基づいて行っているというところでござ

います。 

○委員（堀 徹男君） 当初、氷川のごみはク

リーンセンターで受け入れる予定じゃなかった
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んですよね。氷川は。環境センターが建設され

るときは、計画があったときに。違いました

か。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 氷川

のごみはクリーンセンターでという御質問です

か。 

○委員（堀 徹男君） いやいや、環境センタ

ーで受け入れるっていう。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 当初

の計画の中にはございませんでした。 

○委員（堀 徹男君） ですよね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。で、その中で協議を行っていく中で、国の

方針、そういったものもございますので、ま

た、環境センターのほうも、現在、平成３０年

度の９月から供用開始ということで、７月から

ごみの受け入れということを進めておりますけ

れども、そのときが、人口、そういったものか

ら見ますと、マックスの状態でつくっていると

ころでございます。そのときのごみ処理ができ

るようにですね。 

 ただ、これから先、ごみの、――人口減少で

ありますとか、そういった要因からごみ処理の

量が減ってくると。そうしますと、その中に余

裕が出てきたときに広域化が図れるんではない

かなというところで、そういったものは、国の

アドバイス等もありまして、広域化を図ってい

くということで進めているところでございま

す。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） もうちょっと勉強させ

ていただきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） これは、課長、理由っ

ていうのが人口減少って、私たちは人口減少し

たらいけないです、地方の中で。人口減少を物

語ること自体おかしいんですよ、あなた方が。

人口をふやさんとしながら、地方自治体の、地

方分権の中で、地方自治体というのが消滅して

いくわけだけん。そういう問題が、環境センタ

ーの中じゃあ。ただ、今のところは、氷川町と

してやはり財政的には厳しい。だから、次につ

いてはなかなか厳しいと。だから、広域の中で

八代市とどうでしょうかというね、そういうふ

うな話し合いの中というのが一番の基本です

よ、それは。人口減少のことなんかやったら、

あいたけんでから、氷川んと入れますよなん

か、誰が承知するもんか。我々は、やっぱ議会

として、議会人としては、しっかり人口減少を

とめ、そしてまた、維持をしていただく。そし

て、今の人口をどうやって維持していくかと。

減少させないような政策を我々は執行部と、行

政はしよっちゃないですか。だから、そういう

中で人口が減ったけんで、センターがごみが少

なくなったけんでから、氷川んと入れますよと

いう、そういう次元じゃいけない思う。 

 いいです。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 申し

わけございません。私が人口をお話に出しまし

たのは、一つの例として推計の中に出てきたも

んですから、そういったものを使わせていただ

きました。申しわけございませんでした。 

 この協議会の中では、そういったファクター

も見ながら、また、これからのごみ減量の対

策、どういったのをとっていって、広域化を図

っていくかっていうのを十分協議していく必要

があるかと思っとります。その中で協議を行い

ながらですね、どういった形の広域化ができる

かっていうのを計画書の中に盛り込んでいくと

いうことになるかと思いますので、これからじ

っくり協議会の中で協議をさせていただきたい

なと思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） だから、執行部として

はですね、今後、考える問題としては、やはり

お互いに、八代市民の方々が、いかに理解を求

めるような、そういうふうな方策というのを見



 

－30－ 

出していかないかんし、そしてまた氷川町も、

やはり広域合併という中で、ああいうふうな状

況になりましたよね。ちょうど私たちは、１２

年前、やっぱ広域の合併のときに携わった１人

ですから。そういう中で、やはり合併しなかっ

た町でもあるし、それで今回についても、八代

のごみがあのような状態の中で、氷川にお願い

したところが、それを受け入れをできなかった

と。そんな条件と、その事情はたくさんあるわ

けですよね。その中で、いかに八代市民に理解

を得て、我々が議会としての判断をするか、行

政として判断するかということの、これからの

継続的な審議、協議をしながらですね。 

 国として何ができるのか、県としては何がで

きるのか。国に対して、県に対して、どういう

要望をしたらいいのかということをね、やっぱ

し執行部としての次元の中でね、考えていかな

ければ。 

 人口が減るけんでから、あいたけんでから入

れますよっていう、こういう考え方というのは

もうなくしてください。いいですね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員（太田広則君） 今のお二人のですね、

ことに関連するかと思うんですけど、私、２年

前ですね、環境委員会にいたもんですから、残

念ながらね、熊本地震で６カ月おくれてしまっ

たというのは、非常にね、計画になかったこと

であるし、残念なんですが、これを見たときに

ね、ああとうとうもうここまで来たなと。現場

を見させていただきたいと思うんですが。 

 今、一番ですね、環境センター建設課で懸念

されてること、先ほどの広域化の話もあったと

思うんですが、一番困ってらっしゃること、も

しくは懸念に思っていらっしゃること、何かあ

ったら、委員会にちょっと教えとってもらえる

と。今、一番、こういう不安に思ってますちゅ

うことを率直にね、教えといてもらうと助かる

んですけど、何かありますでしょうか。先ほど

の広域化の問題以外で。なければ別にいいんで

すけどね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 今、

一番懸念といいますか、大事に思っていますこ

とが、やはり環境センターに処理施設が変わる

ということは、今まで使っていた清掃センタ

ー、こちらのほうからごみ処理場所が全く変わ

るということで、市民の皆さんにこのあたりを

きちんとお伝えしていく必要があるかなという

ふうに考えております。全ての校区の皆様にこ

ういった状況でっていうことを御説明しながら

ですね、新しいセンターのほうに来ていただく

ようにお伝えしていくところが一番重要かなと

いうふうに考えているところでございます。 

○委員（太田広則君） 市民周知が一番懸念し

ていると。例えば、現実的に皆さんがこの工程

に沿って管理されている、今ここでこういう問

題がとか現実的な何か、特にないですか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 地震

が発生しまして、工事を再開いたしましてから

は、当初の土木作業員でありますとか、そのあ

たりの手配が難しかったということで、最終的

に工期が６カ月延びたっていう形にはなります

けれども、その後の工事につきましては、順調

に、今、進んでいるところではございますの

で、来年の７月１日のごみ受け入れ開始、こち

らのほうには特に問題は起きないというふうな

ところでございます。 

○委員（太田広則君） 何でそういうことを聞

いたかといいますと、そういった自然災害は

ね、もうしようがないにしても、こんだけずれ

たわけですから、きちっと、先ほど言われたと

ころでね、ごみの受け入れ開始をしていただき

たい。何かこういうことがあって開始がおくれ

ましたっていうことがないようなことをです
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ね、してほしいがために、今、抱えている問題

をね、お聞きしたちゅうことでございます。 

 どうかこの目標に向かって、またしっかりで

すね、この現場を見させていただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 先ほど国の政策で広域

化を推し進めてるっていうお話があった部分

の、それがわかるような資料っていうのはあり

ますか。どういう仕組みで地方にごみ処理の広

域化を政策として進められてるっていう、今、

ついている資料の中には、何々に基づいてとか

っていうのが全然ないので。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 次回

の委員会のときにそういった資料をお出しさせ

ていただくということでよろしいでしょうか。 

○委員（堀 徹男君） できれば早いほうがい

いんですよね。次回の委員会のときには審議を

せんといかんわけですから。そのときに読んど

ったってですね。 

○市民環境部次長（潮崎 勝君） 今、委員お

尋ねの広域化についてですが、少し歴史的な話

をさせていただきますと、大体、市町村自体が

ごみ処理をするというようには基本なってま

す。で、規模の大きい八代市の場合は、我が家

で自分の処理場を設けました。 

 ところが、末端の小さいの自治体につきまし

ては、人口が小さい自治体が大規模な施設をつ

くるというのは非常に不経済になります。今の

マニュアルでは５万人以下の市町村がつくる施

設には補助交付金はおりません。当時は幾らだ

ったかは私は確認してないんですけれども。そ

ういった歴史の中で、八代市ができて、坂本の

ごみを受け入れるようにいたしました。 

 それから、今、クリーンセンター自体は、当

時の郡部の小さい市町村が共同でクリーンセン

ターを運営しております。つまり、小さい自治

体はもうその時点で広域化というような概念が

働いて、今の処理施設ができてるわけです。 

 で、今後、市郡一帯を考えてみますと、八代

市の人口は、今、１３万人でございますけれど

も、氷川町は１万２０００人の規模なんです。

つまり、人口規模で言えば１０対１の規模の差

になります。そういうことから、全体、地域を

一体的に見るという視点でいえば、国も県も一

体的に広域化を目指したほうがいいんじゃない

かというのが流れでございます。 

 以上、指針のほう、マニュアル等は今度準備

したいと思いますが、歴史的な流れはそうでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） 堀委員、いいです

か。 

○委員（山本幸廣君） 今、次長が言われたん

ですけれども、広域化というのは、もうはっき

り言って、総務省が広域化は、合併も広域化を

ずっと進めてきてから、このような状況になっ

て、必ずごみが出るごとなっとるわけですよ。 

 だからこそ、広域もやはり環境センターなり

ね、やっぱり事務組合でする中では、やっぱり

消防も広域です。広域の事務の中で、ごみも、

他県にいったならば、ごみも消防も一緒に広域

事務組合で運営しているところが多いんです

よ。今、ほとんどが、単独でそういうものは、

やっぱり行政が、みずからがごみセンターをつ

くりよっですけれども、もともとは広域で、消

防、ごみ、福祉関係も広域事務組合で経営して

るところがたくさんありますよ、病院も含め

て。やっぱそういう広域化というのが、総務省

がですね、単なる行政の合併をした、合併する

ときに総務省が推進をしたんじゃない。全体

の、ごみが出るまでの広域化というのをです

ね、総務省としては考えておったと思います。 

 だからこそ、私たちはですね、地方の中で、

皆さん、しっかり考えないかん。最終的には財
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源なんですよ。 

 それと、事故なんです。今、太田委員が言わ

れたように、自然災害で事故があったときに、

生ごみも、いろんなもんがパニック状態になっ

たときですよ、オーバーしたときに、どこにま

た持っていくかとなるわけ。それは経験しとる

わけでしょう。 

 だからこそ、今の収容能力からいえば、八代

市民の１２万８０００人ぐらいの収容としとる

わけです。センターを我々も建設したわけです

から。それによって、人口減少か何か言われた

んですけれども、それはそれとして能力があれ

ば、きちっとした中でですね、はっきり言って

から増設も出くっかもしれんし、そういう中で

は、国・県あたりのですね、予算措置というの

をですよ、裏づけを、先ほどのクリーンアメニ

ティじゃないですけど、裏づけはやっぱりしと

かないかん。裏づけして初めて、その物事がや

っぱし合併という、合併の中で協力という言葉

に変わっていくわけです。 

 ということをですね、考えていただきたいと

思います。 

 もう一つ。先ほど来、センターの中で説明が

あったんですけれども、私たちはいろんな委員

会で、議会でも２００億という建設事業費とい

うのを目安にやってきました。これはあくまで

も概算、ところが、この概算が２６億もふえた

という状況になるわけですよね。それも私た

ち、やっぱ市民に対しての、この２６億という

のは、こういう事業で概算的にこれだけふえた

んですよということを知ってもらいたいとい

う、その義務はあるわけです、議会と議会人と

いうのは。 

 だからこそ、今、詳細にやってから、赤字の

問題も含めてから、工事費がやっぱ増額をして

いる。概算といったら、必ずふえるというのを

ですね、しっかり見て、減らすというのも概算

で考えていかないかん。なぜ概算はふえるのか

と。概算はなぜ減らされないのかいうことも

ね、やっぱ執行部としては考えていってもらい

たいと思います。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかご

ざいませんか。 

 何かありますか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 申し

わけございません。今、山本委員さんのほうか

らお話がありました工事費につきましては、ち

ょっと私の説明のほうが悪かったかなと思って

おります。当初、２４０億ということで概算工

事費、事業費をつくってありまして、現在、工

事の増額まで含めまして、約２２６億というこ

とで、枠内で事業が終わるというような試算を

しているところではございます。ちょっとその

あたり、私がちょっと今、説明の仕方が悪かっ

たかなというところで、おわびしたいと思いま

す。申しわけございませんでした。 

○委員長（中村和美君） それでは、本件につ

いては、ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で、八代市環境

センター建設の進捗状況についてを終了いたし

ます。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） ぜひ

現場のほうに早いうちにおいでいただければと

思います。現場のほうがおおむねもう施設全体

が、形が見える形になっております。年度末の

ほうにはもう外壁工事に入ってまいりますと、

なかなか見づらくなってまいりますので、そう

いった時期をお見つけいただいて、委員会のほ

うで現場においでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） わかりました。 

 それでは、以上で、八代市環境センター建設

の進捗状況についてを終了いたします。 
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○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中村和美君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について何かありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今まで審議した中でで

すね、現場の視察等々が出てきたわけですよ

ね。今、管内調査関係等についてもですね、委

員長からお諮りいただければ、それらについて

どうするのかということをですね、御審議いた

したいと思いますので、よろしかれば委員長の

ほうからお諮りいただければ。 

○委員長（中村和美君） 以上で、所管事務調

査２件についての調査を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の

申し出をいたしたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午後０時２０分 閉会） 
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